
春
秋
時
代
の

「
国
際
」
秩
序
に
つ
い
て

ー
ー
そ
の
原
理
と
始
祖
伝
説
|
|

序

η

殿
周
革
命
を
機
に
西
周
王
朝
が
建
っ
と
、
周
王
は
、
般
討
伐
の
功

江
臣
、
王
の
子
弟
・
甥
自
国
を
分
封
し
て
周
の
藩
扉
と
し
、
実
納
・
軍
事

て
の
義
務
を
負
わ
せ
た
。
所
謂
西
周
封
建
で
あ
る
。
「
史
記
』
春
秋
世
家

引
(
以
下
、
世
家

ι市
町
す
)
に
拠
れ
ば
、
春
秋
諸
侯
の
建
国
は
と
の
西
周

院
封
建
に
由
来
す
十
位
。
世
家
に
記
さ
れ
る
諸
侯
は
、
例
え
ば
、
魯
・
衛
・

秩
晋
な
ど
の
よ
う
な
有
力
な
姫
姓
血
族
や
或
い
は
覇
者
と
称
さ
れ
る

劇
斉
・
楚
・
呉
な
ど
、
西
周
封
建
以
来
存
続
し
て
い
た
。

閣
春
秋
時
代
に
な
る
と
、
諸
侯
聞
の
抗
争
で
、
滅
亡
に
至
る
国
も
数

ゆ
多
く
現
れ
る
。
友
好
乃
至
は
同
盟
関
係
か
ら
な
る
、
諸
侯
聞
に
於
け

附
る
政
治
上
の
秩
序
(
以
下
、
「
国
際
」
秩
序
と
略
す
)
は
、
会
盟
や
種
々

割
の
外
交
儀
礼
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
主
宰
し
、
時
に
は

従
わ
ざ
る
相
手
を
討
伐
す
る
覇
者
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
の

l

立
場
は
実
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、
形
式
的
に
は
王

江

キす

知

良用

の
代
理
で
あ
る
か
ら
、
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
秩
序
と
は
、
結
果
的

に
は
、
周
王
を
頂
点
と
す
る
王
朝
の
、
封
建
諸
侯
問
の
秩
序
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
世
家
」
の
理
解
を
た
だ
ち
に
「
春
秋
時
代
」
の

実
態
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
春
秋
史
研
究
の
基
本

史
料
で
あ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
(
以
下
、
『
左
伝
』
と
略
す
て
そ
れ
以

前
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
献
史
料
や
金
文
資
料
か
ら
は
、

春
秋
諸
侯
建
国
の
根
拠
が
実
際
に
西
周
封
建
で
あ
り
得
た
の
か
は
、

一
部
の
諸
侯
以
外
に
は
疑
問
と
さ
れ
な
付
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
世
家
の
理
解
が
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
秩
序
は
如
何
に
し

て
形
成
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
を
律
す
る
原
理
と
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
う
か
。
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
秩
序
を
解
明
す
る

た
め
に
は
、
と
れ
ら
の
聞
い
に
対
し
て
具
体
的
な
考
察
を
加
え
る
必

要
が
あ
る
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
に
、
世
家
と
『
左
伝
』
を
比
較
し
て
、
世

家
に
記
さ
れ
る
諸
国
が
現
に
西
周
封
建
に
与
っ
た
の
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
第
二
に
、
諸
侯
封
建
の
有
無
に
関
連
し
て

最
も
重
要
な
存
在
で
あ
る
各
国
の
始
祖
が
、
諸
侯
国
及
び
「
国
際
」
聞

に
於
い
て
ど
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
、
「
左
伝
』
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
こ
と

で
、
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
秩
序
を
規
定
し
て
い
た
原
理
を
探
り
、
最

後
に
、
西
周
・
戦
固
と
の
時
代
的
差
異
に
一
言
し
、
そ
の
原
理
を
生

成
し
た
歴
史
的
背
景
と
性
格
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

封
建
と
春
秋
諸
侯

従
来
、
春
秋
時
代
は
、
族
的
秩
序
が
解
体
す
る
社
会
変
動
の
時
期

と
さ
れ
て
き
た
。
か
か
る
理
解
は
決
し
て
間
違
っ
て
い
な
い
が
、
た

だ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
秦
渓
帝
国
の
出
現
に
至
る
前
段
階
と

し
て
春
秋
時
代
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
基
本
視
角
に
規
制
さ

れ
た
た
め
回
、
時
代
的
性
格
自
体
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
至
る
ま
で

考
証
の
余
地
を
残
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、

当
時
代
人
の
価
値
観
や
思
考
に
即
し
て
、
春
秋
時
代
そ
の
も
の
の
独

自
的
性
格
と
構
造
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
研
究
が
登
場
し
た
。
な

か
で
も
、
習
俗
や
儀
礼
の
分
析
を
通
じ
て
当
時
代
的
特
質
の
解
明
に

と
り
く
ん
で
き
た
高
木
智
見
氏
の
諸
論
考
は
、
政
治
的
社
会
的
秩
序

の
淵
源
が
祖
先
神
の
存
在
に
求
め
ら
れ
て
い
た
時
代
像
を
、
具
体
的

に
描
き
出
し
て
い
る
。

高
木
氏
は
、
族
的
秩
序
の
崩
壊
が
進
行
す
る
春
秋
時
代
に
特
徴
的

な
現
象
で
あ
る
、
「
盟
」
に
よ
る
人
的
結
合
関
係
の
構
築
に
は
、
擬
制

的
血
縁
関
係
を
取
り
結
ぼ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い
た
と
し
、
「
結

盟
」
は
永
久
的
な
継
続
を
保
証
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
絶
え
ざ
る
確
認
・

強
化
を
必
要
と
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
諸
侯
聞
の
友
好
関
係
維

持
を
目
的
と
し
た
外
交
儀
礼
の
一
種
で
あ
る
「
聴
礼
」
が
、
両
当
事

国
の
祖
先
神
を
も
交
え
た
祖
先
祭
杷
集
団
同
士
の
交
流
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
と
と
を
解
明
し
た
う
え
官
、
春
秋
時
代
の
社
会
は
、
祖
先

神
と
現
世
の
人
々
と
が
一
体
と
な
っ
て
現
実
の
社
会
を
構
成
し
て
い

た
、
「
神
・
人
共
同
体
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

「
結
盟
」
や
「
勝
礼
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
実
質
的
に
弛

緩
し
つ
つ
あ
っ
た
血
族
的
紐
帯
は
維
持
さ
れ
、
さ
ら
に
は
非
血
縁
者

同
士
の
擬
制
的
血
縁
関
係
を
も
含
み
込
み
つ
つ
、
血
族
意
識
に
基
づ

い
た
「
国
際
」
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
「
国
際
」
秩
序
を
維

持
或
い
は
形
成
す
る
際
に
は
、
血
族
集
団
そ
れ
ぞ
れ
の
根
源
で
あ
る

祖
先
神
こ
そ
が
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
根
本
的
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
春
秋
時
代
的
性
格
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
序
に
述

べ
た
問
題
点
を
考
え
て
み
た
い
。
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
秩
序
を
形

成
す
る
主
体
は
、
世
家
が
示
す
と
と
る
に
拠
る
限
り
、
周
王
か
ら
封



建
を
受
け
た
諸
侯
と
な
る
が
、
秩
序
形
成
を
主
導
し
た
覇
者
と
呼
ば

れ
る
有
力
者
の
な
か
に
は
、
斉
・
楚
・
呉
の
よ
う
な
、
異
姓
或
い
は

蛮
夷
と
目
さ
れ
る
者
が
存
在
し
目
。
も
し
も
、
彼
ら
が
西
周
封
建
に

与
っ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
秩
序

を
、
周
玉
と
封
建
諸
侯
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
た
君
臣
関
係
や
封
建
諸
侯

同
士
の
関
係
の
集
積
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
あ

る。
確
か
に
、
同
姓
諸
侯
を
分
封
し
、
血
族
的
紐
帯
を
も
と
に
形
成
さ

れ
た
西
周
王
朝
の
秩
序
が
、
祖
先
神
を
交
え
た
祖
先
祭
砲
集
団
同
士

η
の
交
流
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
同
祖
同
血
集
団
内
に
於
け
る
交

ほ
流
と
し
て
理
解
で
き
る
し
、
異
姓
諸
侯
の
場
合
で
も
、
始
祖
が
周
王

て
か
ら
封
建
さ
れ
た
な
ら
ば
、
先
王
と
の
君
臣
関
係
や
姫
姓
諸
侯
の
祖

引
先
と
の
友
好
関
係
に
基
づ
い
て
、
祖
先
祭
杷
集
団
同
士
の
交
流
な
る

院
も
の
は
成
り
立
ち
得
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
血
縁
関
係
を
有

秩
し
て
い
な
い
だ
げ
で
な
く
、
封
建
に
与
っ
て
す
ら
い
な
い
蛮
夷
の
新

劇
興
勢
力
を
も
包
摂
し
つ
つ
、
し
か
も
、
依
然
と
し
て
祖
先
神
を
中
心

閣
と
し
た
交
流
に
よ
っ
て
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
関
係
が
秩
序
付
げ
ら

ゆ
れ
て
い
た
と
な
る
と
、
そ
れ
で
は
何
故
に
、
彼
ら
の
祖
先
神
と
祖
先

附
祭
紀
集
団
が
、
姫
姓
諸
侯
聞
に
於
け
る
の
と
同
質
の
形
態
で
「
国
際
」

割
関
係
を
構
築
し
得
た
の
か
が
、
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
高
木
氏
は
、

封
建
諸
侯
で
あ
る
の
か
、
封
建
諸
侯
に
後
れ
て
自
立
的
に
興
起
し
て

3

き
た
集
団
で
あ
る
の
か
の
違
い
を
措
い
て
、
当
時
の
社
会
に
一
般
的

に
み
ら
れ
る
特
質
と
し
て
「
神
・
人
共
同
体
」
を
提
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
覇
者
な
る
も
の
の
存
在
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
非
封
建

乃
至
は
蛮
夷
の
新
興
勢
力
が
周
的
政
治
世
界
に
参
入
し
、
一
翼
を
担

う
と
い
う
以
上
に
主
導
的
地
位
に
立
ち
得
た
根
拠
を
、
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
春
秋
諸
侯
と
西
周
封
建

の
関
係
を
整
理
し
、
覇
者
が
西
周
封
建
に
与
っ
た
の
か
否
か
を
、
確

認
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

世
家
に
於
い
て
は
、
上
記
の
有
力
者
を
含
む
諸
侯
は
い
ず
れ
も
、
西

周
封
建
に
与
っ
て
建
国
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
楚
と
呉
の
封
建
に

つ
い
て
、
『
左
伝
』
に
は
一
言
の
記
述
も
見
出
し
得
な
い
。
斉
に
関
し

て
も
、
大
公
呂
尚
の
封
建
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
少
な
し
と
は
し
な
い

が
、
様
々
な
点
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
西
周
封
建
の
事
実
は
甚
だ

疑
わ
し
い
。
特
に
、
封
建
に
際
し
て
の
第
一
の
要
件
で
あ
る
土
地
の

賜
与
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
『
左
伝
』
定
公
四
年
(
前
五

O
六
)

の
魯
・
衛
・
晋
(
唐
)
の
記
事
と
は
対
照
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

伊
藤
道
治
氏
は
、
こ
の
記
事
と
西
周
金
文
と
を
比
較
し
て
、
当
該

史
料
に
み
ら
れ
る
西
周
封
建
制
度
が
大
綱
に
於
い
て
誤
り
な
い
こ
と

を
明
ら
か
に
し
問
。
こ
こ
で
は
、
氏
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
魯
の
例

を
挙
げ
る
。

a
分
魯
公
、
以
大
路
、
大
腕
、
夏
后
氏
之
演
、
封
父
之
繁
弱
、
股

民
六
族
、
係
氏
、
徐
氏
、
粛
氏
、
索
氏
、
長
勺
氏
、
尾
勺
氏
。

b
使
帥
其
宗
氏
、
輯
其
分
族
、
将
其
類
醜
、
以
法
則
周
公
、
用
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即
命
子
周
。
是
使
之
職
事
子
魯
、
以
昭
周
公
之
明
徳
。

c
分
之
土
田
陪
敦
、
祝
、
宗
、
卜
、
史
、
備
物
、
典
策
、
官
司
、

葬
器
、
因
商
奄
之
民
。

d
命
以
『
伯
禽
』
、
而
封
於
少
臨
時
之
虚
。

a
は
周
王
か
ら
分
賜
さ
れ
た
器
物
と
民
、

b
は
職
務
、

c
は
b
の

職
務
を
果
た
す
た
め
の
補
足
、

d
は
冊
命
書
と
封
地
を
、
そ
れ
ぞ
れ

記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
封
建
に
際
し
て
は
、
土

地
と
民
及
び
祭
器
や
官
司
な
ど
が
賜
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
特
に

封
地
と
し
て
、
魯
に
は
少
時
之
虚
(
曲
阜
)
が
、
衛
と
晋
に
つ
い
て
は

股
櫨
(
朝
歌
了
夏
虚
(
晋
陽
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
た
と
明
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
前
述
し
た
通
り
、
『
左
伝
』
は
楚
と
呉
に
関
す
る

具
体
的
な
記
述
を
一
切
欠
く
。
確
か
に
、
楚
の
封
建
に
つ
い
て
は
、
『
墨

子
』
非
攻
下
に
は
、

{
n
}
 

昔
者
楚
熊
麗
始
封
此
峰
山
之
開
。

と
あ
り
、
「
史
記
』
巻
四
十
・
楚
世
家
に
は
、

熊
縛
蛍
周
成
王
之
時
、
奉
文
、
武
勤
傍
之
後
嗣
、
市
封
熊
鐸
於

楚
蟹
、
封
以
子
男
之
回
、
姓
平
氏
、
居
丹
陽
。
楚
子
熊
縛
輿
魯

公
伯
禽
、
衛
康
叔
子
牟
、
菅
侯
脚
質
、
膏
太
公
子
呂
仮
倶
事
成
王
。

と
記
さ
れ
、
熊
麗
或
い
は
熊
縛
が
封
建
を
受
げ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
同

じ
く
呉
に
つ
い
て
も
、
『
史
記
』
巻
三
十
一
・
呉
太
伯
世
家
に
、

是
時
周
武
王
克
殿
、
求
太
伯
、
仲
羅
之
後
、
得
周
章
。
周
章
巴

君
呉
、
因
而
封
之
。

と
あ
り
、
楚
-
呉
両
国
は
と
も
に
西
周
封
建
の
一
員
と
な
さ
れ
て
い

る
が
、
し
か
し
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
楚
霊
玉
が
、
周
初

の
分
器
を
受
け
て
い
な
い
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
は
、
楚
が
封
建
に

与
っ
て
い
な
い
何
よ
り
の
証
拠
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
『
墨
子
』
『
史

記
』
と
比
べ
る
と
、
封
建
に
触
れ
な
い
『
左
伝
』
の
方
こ
そ
が
、
よ

り
原
初
的
な
伝
承
|
|
歴
史
的
事
実
|
|
に
基
い
て
記
述
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
目
。

斉
の
封
建
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
巻
三
十
二
・
斉
太
公
世
家
に
、

於
是
武
王
己
平
商
而
王
天
下
、
封
師
尚
父
於
湾
管
丘
。

と
あ
り
、
『
左
伝
』
に
於
い
て
も
、
次
節
に
引
く
幾
つ
か
の
史
料
中
に
、

尚
父
即
ち
大
公
呂
尚
が
斉
の
始
祖
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
定
公
四
年
の
魯
・
衛
・
晋
の
如
き
と
は
対
照
的
に
、
土
地
や
民
・

祭
器
の
賜
与
に
関
す
る
記
述
を
欠
き
、
し
か
も
そ
の
初
出
は
、
億
公

四
年
、
斉
桓
公
三
十
年
(
前
六
五
六
)
、
即
ち
、
桓
公
の
覇
権
が
既
に

確
立
し
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
加
え
て
特
定
の
政
治
的
状
況
下
に
於

け
る
意
図
的
な
言
及
の
な
か
で
の
回
顕
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

姫
姓
諸
侯
と
同
様
に
封
建
に
与
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
可
能
性

が
高
い
。

こ
の
よ
う
に
史
料
を
対
比
さ
せ
て
み
て
み
る
と
、
彼
等
、
殊
に
楚

と
呉
が
、
魯
・
衛
・
晋
な
ど
と
は
異
な
り
、
封
建
を
受
け
て
い
な
い

事
実
が
判
明
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
左
伝
』
編
纂
者
に
と
っ
て
は
、



む
し
ろ
自
明
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。

世
家
の
封
建
記
事
よ
り
も
、
『
左
伝
』
の
伝
え
る
伝
承
の
方
が
当
時

代
の
実
態
に
即
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
封
建
に
与
ら
ず
に
自
立

的
に
興
起
し
た
国
々
が
「
国
際
」
秩
序
形
成
の
中
核
的
役
割
を
担
っ

て
い
た
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
だ
け
に
、
そ
の
秩
序
も
、
西
周
封

建
と
は
異
な
っ
た
、
或
い
は
当
時
代
的
特
質
を
加
え
て
変
質
し
た
か

た
ち
と
原
理
と
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
想
定
さ
れ
て

く
る
。
覇
者
の
多
く
が
西
周
封
建
と
の
関
わ
り
を
有
し
て
い
な
い
以

上
、
「
神
・
人
共
同
体
」
は
、
姫
姓
諸
侯
と
異
姓
諸
侯
及
び
蛮
夷
の
新

D
興
勢
力
と
か
ら
な
る
複
雑
な
「
園
際
」
政
治
世
界
の
な
か
に
存
在
し

江
て
い
た
と
考
え
な
ザ
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
か

て
か
る
状
況
下
に
於
い
て
も
な
お
、
祖
先
神
が
秩
序
形
成
の
根
源
と
さ

引
れ
た
理
由
に
つ
い
て
探
る
必
要
が
あ
る
。

に序月
二
『
左
伝
』
の
始
祖
伝
説
と
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
秩
序

際閣
『
左
伝
」
に
は
、
口
説
に
て
語
ら
れ
る
伝
承
の
な
か
で
多
く
の
祖
先

仰
が
言
及
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
重
要
な
存
在
は
、
系
譜
の
起
点
、
祖

附
先
祭
杷
集
団
の
原
点
に
位
置
す
る
始
祖
で
あ
一
位
。
以
下
、
「
始
祖
伝
説
」

樹
を
対
象
と
し
、
「
国
際
」
政
治
に
関
わ
る
諸
局
面
に
於
い
て
、
祖
先
神

が
如
何
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、
始
祖
が
言
及
さ
れ
る
「
場
」
に
も

5

注
意
し
つ
つ
、
秩
序
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
覇
者
の
諸
圏
、

特
に
斉
・
楚
・
呉
に
焦
点
を
定
め
て
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た

当
。

し(
一
)
斉
の
場
合

斉
の
始
祖
大
公
呂
尚
の
伝
説
が
は
じ
め
て
『
左
伝
』
に
登
場
す
る

の
は
、
信
公
四
年
、
斉
桓
公
三
十
年
(
前
六
五
六
)
で
あ
る
。
桓
公
は
、

奈
へ
の
侵
攻
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
楚
へ
の
侵
攻
を
も
目
論
む
。

四
年
春
、
膏
侯
以
諸
侯
之
師
侵
禁
。
禁
演
、
遂
伐
楚
。
楚
子
使

輿
師
一
-
一
一
回
目
「
君
慮
北
海
、
寡
人
慮
南
海
、
唯
是
風
馬
牛
不
相
及

也
、
不
虞
君
之
渉
E
同
地
也
、
何
故
。
」
管
仲
封
日
「
昔
召
康
公
命

我
先
君
大
公
日
『
五
侯
九
伯
、
女
賞
征
之
、
以
爽
翰
周
室
。
』
賜

我
先
君
履
、
東
至
子
海
、
西
至
子
河
、
南
至
子
穆
陵
、
北
至
子

無
様
。
爾
貢
萄
茅
不
入
、
王
祭
不
共
、
無
以
縮
酒
、
寡
人
是
徴
。

昭
王
南
征
而
不
復
、
寡
人
是
問
。
」
封
日
「
貫
之
不
入
、
寡
君
之

罪
也
。
敢
不
共
給
。
昭
王
之
不
復
、
君
其
問
諸
水
演
。
」

名
義
な
き
侵
攻
と
し
て
斉
桓
公
を
非
難
す
る
楚
成
王
に
対
し
て
、

管
仲
は
、
品
目
し
召
康
公
か
ら
先
君
大
公
(
呂
尚
)
は
(
周
玉
の
)
「
命
」
を

与
え
ら
れ
、
楚
の
境
域
を
も
含
む
征
伐
権
を
付
与
さ
れ
た
乙
と
、
楚

王
が
貢
ぐ
べ
き
を
茅
を
周
王
に
納
め
て
い
な
い
た
め
に
、
周
王
の
祭

り
に
不
備
が
生
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
名
分
と
し
、
征
伐
の
正
当
性

を
主
張
す
る
。

し
か
し
、
所
謂
呂
尚
封
建
が
施
行
さ
れ
た
西
周
初
期
に
、
斉
が
乙
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れ
程
ま
で
広
域
に
渡
っ
て
征
伐
権
を
有
し
て
い
た
な
ど
と
は
、
確
認

は
も
と
よ
り
想
定
も
で
き
な
い
し
、
且
つ
周
文
化
と
斉
文
化
の
差
異

か
ら
く
る
系
譜
上
の
「
断
絶
」
を
考
慮
に
容
れ
る
な
ら
崎
、
管
仲
の

発
一
盲
内
容
は
事
実
な
ど
で
は
な
く
、
即
ち
『
左
伝
』
が
記
し
て
い
る

呂
尚
封
建
も
事
実
で
は
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
自
明
と
為
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
ま
た
、
こ
の
問
責
と
返
答
と
が
無
意
味
な
措
辞
で
あ
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
楚
の
使
者
が
、
萄
茅
を
納
め
て
い
な
い
非

を
認
め
、
以
後
は
供
給
を
怠
ら
な
い
と
述
べ
て
謝
罪
し
て
お
り
、
管

仲
の
主
張
は
一
定
の
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
推
知
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
即
ち
、
関
鍵
と
な
る
論
点
は
、
発
言
内
容
が
事
実
で
あ
る

の
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
始
祖
へ
の
言
及
が
も
た
ら
し
た
効
果
と
何

故
に
効
果
が
あ
り
得
た
の
か
と
い
う
点
に
乙
そ
あ
る
の
で
あ
る
。

前
記
事
に
連
続
し
て
い
る
、
召
陵
の
盟
に
先
立
つ
桓
公
と
楚
の
使

者
屈
完
と
の
応
酬
は
、
乙
の
聞
の
事
情
を
い
ま
一
歩
進
め
て
明
ら
か

に
し
て
く
れ
る
。

夏
、
楚
子
使
周
完
如
師
。
師
退
、
次
子
召
陵
。
費
侯
陳
諸
侯
之

師
、
血
(
屈
完
乗
而
観
之
。
野
侯
日
「
宣
不
穀
是
為
。
先
君
之
好

是
縫
。
輿
不
穀
同
好
、
如
何
。
」
封
日
「
君
恵
徴
福
於
倣
邑
之
社

稜
、
辱
牧
寡
君
、
寡
君
之
願
也
。
」
費
侯
日
「
以
此
厭
戦
、
誰
能

禦
之
。
以
此
攻
城
、
何
城
不
克
。
」
封
日
「
君
若
以
徳
綴
諸
侯
、

誰
敢
不
服
。
君
若
以
力
、
楚
圏
方
城
以
為
城
、
漢
水
以
為
池
、
雌

原
、
無
所
用
之
。
」
屈
完
及
諸
侯
盟
。

桓
公
は
、
同
盟
諸
侯
国
の
聞
に
於
い
て
「
先
君
以
来
の
友
好
関
係
」

を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
回
顧
・
確
認
し
て
、
そ
れ
を
後
ろ
盾
に
同

盟
へ
の
参
加
を
楚
に
強
要
し
た
が
、
こ
の
時
、
同
盟
軍
の
威
容
が
、
桓

公
一
人
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
同
盟
諸
侯
国
の
聞
に
維
持

さ
れ
て
き
た
祖
先
同
士
の
友
好
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
乙
と
を

強
調
し
て
い
る
。
高
木
説
を
ふ
ま
え
て
敷
街
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
に
は
「
同
盟
に
参
加
し
な
け
れ
ば
、
同
盟
諸
侯
の
祖

先
神
全
て
が
楚
の
祖
先
神
を
攻
撃
す
る
」
と
い
う
威
嚇
も
合
意
さ
れ

て
い
た
と
考
え
て
も
、
あ
な
が
ち
に
失
当
と
は
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
威
嚇
に
対
し
て
屈
完
は
「
(
斉
侯
が
楚
の
た
め
に
)
楚
の
社

稜
(
祖
先
神
)
に
対
し
て
福
を
微
腕
」
、
「
寡
君
(
楚
成
王
)
を
安
ん
じ
ら

れ
る
」
よ
う
に
と
、
即
ち
楚
の
祖
先
神
を
攻
撃
す
る
こ
と
な
く
、
福

を
徴
め
て
現
君
を
安
堵
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
の
条
件
を
提
示
す

る
一
方
、
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
時
に
は
徹
底
抗
戦
す
る
覚
悟
で
あ

る
と
抗
言
し
て
、
か
く
し
て
盟
が
結
ぼ
れ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
桓
公

は
そ
れ
を
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
危
慎
さ
れ
た
大
衝
突
は
、
斉
桓
公

が
同
盟
勢
力
の
祖
先
神
を
後
ろ
盾
に
す
る
威
嚇
に
は
じ
ま
り
、
桓
公

の
楚
園
祖
先
神
へ
の
祈
福
を
以
て
友
好
関
係
が
締
結
さ
れ
、
回
避
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
祖
先
神
は
、
霊
的
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
で
、
こ

れ
ら
一
連
の
厳
し
い
折
衝
の
な
か
に
於
い
て
、
敵
対
と
友
好
の
両
面

に
於
い
て
そ
の
拠
り
所
と
な
り
、
要
と
な
る
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
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II を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
今
一
度
い
い
な
お
せ
ば
、
自
国
や

相
手
国
の
始
祖
の
業
績
や
始
祖
同
士
の
友
好
関
係
を
持
ち
出
す
行
為

は
、
「
国
際
」
聞
に
於
げ
る
交
渉
を
有
利
に
進
め
、
平
和
裏
に
終
息
さ

せ
る
た
め
の
切
り
札
と
認
め
ら
れ
、
か
か
る
認
識
に
基
づ
い
て
意
図

的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
相
包
比
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
始
祖
の
既
得
権
や
祖
先
同
士
の
友
好
関
係
ー
ー
そ
の
主
張

や
提
示
ー
ー
が
効
力
を
発
揮
し
た
例
は
、
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な

しI 

『
左
伝
』
催
公
二
十
六
年
、
斉
孝
公
九
年
(
前
六
三
四
)
。

夏
、
芳
孝
公
伐
我
北
部
、
衛
人
伐
費
、
挑
之
盟
故
也
。
公
使
展

喜
稿
師
、
使
受
命
子
展
禽
。
野
侯
未
入
寛
、
展
喜
従
之
、
日
「
寡

君
聞
君
親
拳
玉
祉
、
勝
辱
於
倣
邑
、
使
下
臣
稿
執
事
。
」
罫
侯
日

「
魯
人
恐
乎
。
」
封
日
「
小
人
恐
失
、
君
子
剣
否
。
」
斉
侯
日
「
室

如
勝
盤
、
野
無
青
草
、
何
侍
市
不
恐
。
」
封
日
「
侍
先
王
之
命
。

品
目
周
公
、
大
公
股
肱
周
室
、
爽
輔
成
王
。
成
王
勢
之
、
而
賜
之

盟
、
日
『
世
世
子
孫
、
無
相
害
也
。
』
載
在
盟
府
、
大
師
職
之
。

桓
公
是
以
糾
合
諸
侯
而
謀
其
不
協
、
調
縫
其
閥
而
匡
救
其
災
、
昭

沓
職
也
。
及
君
即
位
、
諸
侯
之
望
日
「
其
率
桓
之
功
。
』
我
倣
巴

用
不
敢
保
索
、
日
「
宣
其
嗣
世
九
年
、
而
棄
命
廃
職
。
其
若
先

君
何
。
君
必
不
然
。
』
侍
此
以
不
恐
。
」
費
侯
乃
選
。

『
左
伝
』
裏
公
十
四
年
、
斉
霊
公
二
十
三
年
(
前
五
五
九
)
。

(
霊
)
王
使
劉
定
公
賜
膏
侯
命
、
日
「
昔
伯
貝
大
公
右
我
先
王
、

股
肱
周
室
、
師
保
寓
民
。
世
昨
大
師
、
以
表
東
海
。
王
室
之
不

壊
、
緊
伯
奥
是
頼
。
今
余
命
女
環
、
悲
率
男
氏
之
典
、
纂
乃
径

考
、
無
恭
乃
奮
。
敬
之
哉
。
無
康
朕
命
。
」

『
左
伝
』
昭
公
三
年
、
斉
景
公
九
年
(
前
五
三
九
)
。

調
円
侯
使
曇
嬰
請
繕
室
於
音
、
日
「
寡
君
使
嬰
日
『
寡
人
願
事
君

朝
夕
不
倦
、
終
奉
質
幣
以
無
失
時
、
則
園
家
多
難
、
是
以
不
獲
。

不
腕
先
君
之
適
以
備
内
官
、
焼
熔
寡
人
之
望
、
則
又
無
線
、
早

世
陶
命
、
寡
人
失
望
。
君
若
不
忘
先
君
之
好
、
恵
顧
野
園
、
辱

枚
寡
人
、
徴
福
於
大
公
、
丁
公
、
照
臨
倣
邑
、
鎮
撫
其
社
稜
、

則
猶
有
先
君
之
適
及
遺
姑
姉
妹
若
而
人
。
君
若
不
棄
倣
邑
、
而

辱
使
萱
振
揮
之
、
以
備
燦
婚
、
寡
人
之
望
也
。
』
」
韓
宣
子
使
叔

向
封
日
「
寡
君
之
願
也
。
寡
君
不
能
漏
任
其
社
稜
之
事
、
未
有

侃
健
、
在
線
経
之
中
、
是
以
未
敢
請
。
君
有
辱
命
、
恵
莫
大
鷲
。

若
恵
顔
倣
邑
、
撫
有
晋
園
、
賜
之
内
主
、
宣
惟
寡
君
、
血
中
群
臣

賞
受
其
航
、
其
自
唐
叔
以
下
、
寅
寵
嘉
之
。
」

ー
は
斉
|
魯
聞
の
緊
迫
し
た
状
況
下
で
の
駆
け
引
き
。
魯
へ
侵
攻

し
て
き
た
斉
孝
公
に
対
し
て
、
倍
公
の
使
者
展
喜
は
、
周
公
旦
と
目

尚
が
と
も
に
成
王
を
支
え
た
功
労
に
よ
っ
て
、
成
王
か
ら
「
世
々
子

孫
が
互
い
に
害
す
る
乙
と
の
な
き
よ
う
に
」
と
い
う
「
盟
」
を
賜
っ
た

故
事
を
第
一
の
根
拠
に
、
孝
公
を
非
難
し
た
。
孝
公
が
退
却
し
た
理

由
は
ほ
か
に
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
始
祖
呂
尚
と
周
公
と
の

親
密
な
関
係
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
、
史
料
に
明
示
さ
れ

III 



B

て
い
る
通
り
、
そ
の
有
力
な
要
因
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
日
は
周

霊
王
か
ら
斉
霊
公
に
降
さ
れ
た
「
命
」
。
内
実
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で

は
、
周
王
が
呂
尚
の
功
績
を
回
顧
し
、
そ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
周
と

【
鈎
}

斉
の
君
臣
関
係
を
再
確
認
し
て
い
る
。
凹
は
長
嬰
と
韓
宣
子
(
直
接
交

渉
し
て
い
る
の
は
叔
向
)
と
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
、
斉
景
公
と
晋
平
公

と
の
聞
に
於
け
る
婚
姻
に
関
す
る
交
渉
。
斉
か
ら
晋
に
嫁
い
だ
少
萎

が
早
死
に
し
た
た
め
、
継
室
を
送
っ
て
晋
と
の
友
好
関
係
を
保
持
し

よ
う
と
願
う
景
公
は
、
晋
公
が
先
君
(
斉
霊
公
)
と
の
誼
を
忘
れ
ず
、

「
①
我
国
に
配
慮
し
て
寡
人
(
景
公
)
を
安
ん
じ
、
②
始
祖
大
公
・
ニ
代

丁
公
に
祈
っ
て
斉
の
た
め
に
福
を
徴
め
、
③
斉
国
を
か
え
り
み
た

ま
っ
て
社
稜
を
鎮
撫
し
て
い
た
だ
け
る
御
意
志
が
お
あ
り
な
ら
ば
」
、

継
室
と
し
て
し
か
じ
か
の
女
性
を
送
り
た
い
と
の
意
向
を
伝
え
た
。

こ
れ
を
受
け
て
韓
宣
子
は
、
そ
の
よ
う
な
申
し
出
は
晋
公
の
望
む
所

で
、
「
①
最
公
が
我
国
に
対
し
て
配
慮
し
、
③
晋
国
を
撫
有
す
る
た
め

に
、
」
正
室
を
下
賜
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
晋
公
・
群
臣
こ
ぞ
っ
て
こ

の
恩
恵
を
受
げ
る
乙
と
と
な
り
、
「
②
唐
叔
以
下
の
諸
々
の
祖
先
も
必

ず
寵
嘉
す
る
」
で
あ
ろ
う
と
謝
意
を
表
明
し
た
。

-
-
Hは
諸
侯
問
で
の
対
等
な
「
国
際
」
関
係
に
於
い
て
互
い
に
、

日
は
周
王
と
斉
侯
と
の
君
臣
関
係
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
意
識
さ
れ
、

発
言
さ
れ
た
始
祖
で
あ
る
。
特
に
凹
は
、
交
渉
を
具
体
的
に
記
し
て

い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
①
で
は
交
渉
固
か
ら
の
現
君
と
自
国
へ
の

配
慮
、
②
で
は
始
祖
へ
の
祈
福
、
③
で
は
相
手
国
の
鎮
撫
を
、
互
い

に
要
求
し
あ
っ
て
お
り
、
と
れ
ら
の
要
件
が
交
渉
相
手
に
よ
っ
て
満

た
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
当
面
の
政
治
的
課
題
が
解
決
さ
れ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
提
示
と
そ
の
承
諾
が
、
始

組
を
中
心
に
据
え
た
交
渉
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

如
上
の
諸
例
か
ら
も
、
先
の
想
定
に
一
定
の
確
認
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
始
祖
は
、
軍
事
的
衝
突
の
回
避
や
婚
姻
関
係

の
締
結
と
い
っ
た
「
国
際
」
政
治
上
の
重
大
問
題
を
処
理
す
る
機
能

を
有
し
て
お
り
、
そ
の
機
能
は
、
目
的
達
成
の
た
め
に
意
図
的
に
利

活
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

C

C
楚
の
場
合

楚
の
場
合
、
祝
融
・
昆
吾
を
は
じ
め
と
し
て
、
熊
緑
・
若
数
・
扮

冒
な
ど
、
複
数
の
祖
先
が
『
左
伝
』
に
載
録
さ
れ
て
い
る
。
祝
融
・

昆
吾
は
神
話
的
人
物
で
あ
り
、
『
国
語
』
鄭
語
及
び
『
史
記
』
巻
四
十
・

楚
世
家
に
あ
る
如
く
、
そ
の
時
代
は
虞
・
夏
に
遡
泊
。
熊
鰐
は
周
成

王
の
時
に
、
若
数
・
紛
冒
は
西
周
末
春
秋
初
に
あ
た
一
位
。
谷
口
満
氏

に
よ
る
と
、
特
に
尊
ば
れ
る
祖
先
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
政
治
的
課
題

に
即
応
し
て
時
代
的
に
変
化
し
、
ま
ず
、
楚
国
内
部
に
自
生
し
、
受

容
・
伝
承
さ
れ
て
い
た
建
国
者
若
数
・
扮
冒
、
次
に
、
西
周
封
建
に

与
っ
て
、
中
原
政
治
世
界
に
於
け
る
|
|
封
建
諸
侯
た
る
|
|
正

統
性
を
確
保
し
た
と
さ
れ
る
建
国
の
英
雄
熊
線
、
そ
の
後
、
中
原
覇



権
へ
実
際
に
第
一
歩
を
し
る
し
た
武
玉
、
と
段
階
を
踏
む
、
と
い
う
。

谷
口
氏
が
と
り
あ
げ
て
い
る
実
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
組
先
の
う

ち
、
若
放
・
扮
間
目
及
び
武
王
が
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
て
称
揚
さ
れ

た
の
に
対
し
て
、
熊
緯
は
西
周
王
朝
と
関
連
性
を
有
す
る
存
在
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
担
。

熊
鰐
は
、
『
左
伝
』
昭
公
十
二
年
、
楚
霊
王
十
一
年
(
前
五
三

O
)
に、

昆
吾
と
と
も
に
現
わ
れ
る
。

右
罪
子
革
夕
、
王
見
之
、
去
冠
、
被
、
舎
鞭
、
輿
之
語
日
「
昔

我
先
王
熊
鰐
興
(
野
)
呂
仮
、
(
街
)
王
孫
牟
、
(
膏
)
隻
父
、
(
魯
)

柿
禽
父
並
事
康
玉
、
四
図
皆
有
分
、
我
猫
無
有
。
今
E

口
使
人
於
周
、

江
求
鼎
以
為
分
、
王
其
興
我
乎
。
」
封
日
「
輿
君
王
哉
。
昔
我
先
王

て
熊
鰐
僻
在
剤
山
、
世
帯
路
藍
線
以
庭
草
葬
、
政
渉
山
林
以
事
天
子
、

引
唯
是
桃
弧
、
株
矢
以
共
禦
王
事
。
費
、
玉
男
也
。
菅
及
魯
、
衛
、

肺
王
母
弟
也
。
楚
是
以
無
分
、
而
彼
皆
有
。
今
周
輿
四
園
服
事
君

秩
玉
、
将
唯
命
是
従
、
出
旦
其
愛
鼎
。
」
王
日
「
昔
我
皇
祖
伯
父
昆
吾
、

即
奮
許
是
宅
。
今
鄭
人
貧
頼
其
田
、
而
不
我
輿
。
我
若
求
之
、
其

閣
輿
我
乎
。
」
封
日
「
輿
君
王
哉
。
周
不
愛
鼎
、
鄭
敢
愛
因
。
」
王

初
日
「
昔
諸
侯
遠
我
而
畏
晋
、
今
我
大
城
陳
、
察
、
不
奨
、
賦
皆

附
千
乗
、
子
輿
有
労
溝
、
諸
侯
其
畏
我
乎
。
」
封
臼
「
畏
君
王
哉
。

鰍
是
四
園
者
、
専
足
畏
也
。
又
加
之
以
楚
、
敢
不
畏
君
王
哉
。
」

中
原
政
治
世
界
に
自
己
の
立
場
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
霊
王
は
、

9
熊
縛
が
斉
・
衛
・
晋
・
魯
四
国
の
祖
と
と
も
に
周
康
王
に
仕
え
た
と

い
う
「
事
実
」
を
根
拠
と
し
て
周
に
分
器
を
求
め
ん
と
し
、
そ
れ
に

対
し
て
右
罪
子
革
は
、
熊
線
の
功
績
と
忠
勤
を
回
顧
し
て
強
調
す
る

と
と
も
に
、
局
と
四
国
が
霊
王
に
服
し
て
い
る
現
状
を
あ
げ
、
周
は

必
ず
分
器
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
賛
同
し
て
い
る
。
さ
ら
に
霊
王

は
、
許
が
昆
吾
の
故
地
で
あ
っ
た
乙
と
を
理
由
に
、
許
地
領
有
の
既

得
権
を
主
張
せ
ん
と
し
た
。
霊
王
は
、
熊
鰐
を
以
て
王
朝
体
制
内
に

於
け
る
封
建
諸
侯
と
同
等
の
正
統
的
地
位
を
要
求
し
、
昆
吾
を
以
て

境
域
拡
大
の
名
分
を
立
て
て
お
り
、
先
君
の
事
績
を
持
ち
出
し
て
自

己
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
乙
の
場
合
、
熊
鐸
に
関
す
る
言
及
は
、
楚
王
と
廷
臣
子
草
と

の
問
の
事
柄
で
あ
り
、
ま
た
、
他
諸
侯
国
で
楚
の
祖
先
神
が
回
顧
さ

れ
る
場
合
に
は
、
熊
縁
で
は
な
く
若
数
・
扮
冒
が
対
象
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
さ
ら
に
、
霊
王
の
意
向
を
支
持
す
る
子
革
の
発
言
自
体
が
、

霊
玉
の
野
望
を
抑
制
す
る
た
め
の
演
出
で
し
か
な
か
っ
た
事
艶
を
考

慮
す
る
と
、
い
う
と
こ
ろ
の
熊
緑
の
存
在
そ
の
も
の
と
そ
の
事
績
と

が
封
建
諸
侯
聞
に
広
く
承
認
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
疑
問
と
さ

れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
周
王
に
分
器
を
要
求
す
る
霊
王
に
先
立
つ
乙
と

お
よ
そ
七
十
年
、
宣
公
三
年
、
楚
荘
王
八
年
(
前
六

O
六
)
に
は
既
に
、

楚
は
周
に
鼎
の
軽
重
を
問
う
ほ
ど
に
強
大
化
し
、
「
国
際
」
的
に
も
畏

怖
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
乙
回
、
そ
し
て
、
外
交
上
で
主
張
さ
れ
る

祖
先
は
必
ず
し
も
一
人
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
事
艶
を
考
え
あ
わ



。
せ
る
な
ら
ば
、
対
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
楚
の
祖
先
も
、
若
数
・

扮
冒
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
熊
緯
に
つ
い
て
も
、
楚
が
周
的
政
治
世
界
に
於
げ
る
正
統

性
を
主
張
す
る
根
拠
と
し
て
、
対
外
的
に
も
承
認
さ
れ
て
い
た
可
能

性
は
充
分
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
そ
も
そ
も
が
、
表
向
き
に
は
追
従
し
つ
つ
、
し
か
し

霊
王
に
再
考
を
迫
っ
た
子
革
が
、
熊
鐸
と
昆
吾
の
存
在
自
体
や
そ
の

事
績
に
関
し
て
は
否
定
せ
ず
、
全
く
別
次
元
の
観
点
か
ら
自
重
を
促

し
て
い
る
こ
と
に
は
、
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
ち
い
っ
た
詳

細
の
確
認
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
熊
絡
を
引
き
合
い
に
出
す

行
為
の
効
力
に
関
し
て
は
、
霊
王
は
勿
論
子
革
に
あ
っ
て
も
確
信
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
三
)
呉
の
場
合

呉
の
大
伯
・
仲
薙
始
祖
伝
説
は
、
自
国
に
於
い
て
の
み
で
は
な
く
、

魯

I
呉
聞
の
外
交
上
で
も
、
魯
側
か
ら
発
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

『
左
伝
』
哀
公
七
年
、
呉
玉
夫
差
八
年
(
前
四
八
八
)
の
、
都
の
会
に
際

し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
宰
諮
召
季
康
子
、
康
子
使
子
貢
鮮
。
大
宰
甑
日
「
園
君
道
長
、

而
大
夫
不
出
門
、
此
何
龍
也
。
」
封
日
「
宣
以
為
組
、
畏
大
園
也
。

大
圏
不
以
踏
命
於
諸
侯
、
有
不
以
鵡
、
宣
可
量
也
。
寡
君
既
共

命
駕
、
其
老
宣
敢
棄
其
図
。
大
伯
端
委
以
治
周
躍
、
仲
液
嗣
之
、

断
髪
文
身
、
厩
以
為
飾
、
宣
雄
也
哉
。
有
由
然
也
。
」
反
自
部
、

以
呉
為
無
能
為
也
。

呉
の
大
宰
伯
爵
は
魯
の
季
康
子
を
呼
び
出
す
も
、
季
康
子
は
子
賞

を
代
理
に
立
て
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
伯
爵
は
「
国
君
が
遠
路
郁
ま

で
出
か
け
て
い
る
と
い
う
の
に
、
大
夫
が
召
集
に
応
じ
な
い
と
は
、
礼

と
い
え
る
の
か
。
」
と
問
責
し
た
が
、
し
か
し
、
礼
を
尽
き
な
い
理
由

は
、
大
伯
が
遵
守
し
て
い
た
周
の
礼
を
仲
濯
が
捨
て
、
今
の
呉
王
も

斯
く
礼
を
損
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
反
撃
を
受
け
た
。
中
原

に
覇
を
唱
え
よ
う
と
す
る
呉
は
、
大
伯
・
仲
落
を
始
祖
と
し
て
自
己

を
正
統
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
を
逆
手
に
と
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
伯
爵
は
季
康
子
を
呼
び
出
し
得
ず
、
魯

側
の
主
張
を
受
け
容
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
乙
こ
で
も
、
始
祖

へ
の
回
帰
(
始
祖
の
事
跡
を
回
顧
し
て
強
調
す
る
行
為
)
が
決
定
的
な

効
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
し
、
加
え
て
、
そ
れ
が
魯

の
側
か
ら
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
呉
の
始
祖
は
大
伯
・
仲

液
で
あ
る
と
「
国
際
」
的
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
呉
の
周
室
出
自
を
示
す
記
事
か
ら
も
、
こ
れ
ら
と
同
様
の

こ
と
を
見
出
し
得
る
。
例
え
ば
、
哀
公
十
三
年
、
呉
王
夫
差
十
四
年

(
前
四
八
二
)
に
は
、

秋
、
七
月
辛
丑
盟
、
呉
、
耳
回
手
先
。
呉
人
目
「
於
周
室
、
我
為

長
。
」
耳
目
人
日
「
於
姫
姓
、
我
為
伯
。
」

と
あ
り
、
黄
池
の
会
の
盟
主
た
ら
ん
と
す
る
呉
は
、
「
周
室
の
な
か
で



は
、
呉
こ
そ
が
一
番
の
目
上
で
あ
る
」
、
つ
ま
り
大
伯
の
後
喬
で
あ
る

と
い
い
、
周
王
の
由
緒
正
し
き
血
縁
者
で
あ
る
と
自
ら
主
張
し
て
い

る
。
時
に
、
越
王
句
践
が
呉
玉
夫
差
の
不
在
を
突
い
て
攻
め
入
り
、

呉
は
大
敗
を
喫
し
た
。
夫
差
は
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
た
め
、
晋

定
公
に
盟
主
の
座
を
譲
っ
た
の
だ
が
、
中
原
の
覇
者
を
争
う
極
め
て

重
大
な
局
面
に
於
い
て
、
呉
は
大
伯
の
後
育
で
あ
る
と
主
張
し
、
対

し
て
晋
は
、
姫
姓
諸
侯
の
最
有
力
者
で
あ
る
こ
と
を
拠
り
所
に
対
抗

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
晋
は
、
呉
の
主
張
内
容
の
真
偽
に
は
詮
議
立

て
せ
ず
、
長
幼
の
序
に
於
い
て
い
ず
れ
が
先
で
あ
る
の
か
を
問
題
と

相
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
呉
が
周
室
に
出
自
す
る
こ
と
は
対
外

征
的
に
も
承
認
さ
れ
て
お
り
、
大
伯
が
始
祖
で
あ
る
と
い
う
呉
の
主
張

て
は
、
長
幼
の
序
を
定
め
て
覇
者
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
場
面

引
に
於
い
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
昨
例
示
し
て
き
た
通
り
、
呉
の
始
祖
大
伯
・
仲
潅
は
、
自
国
他
国
を

秩
問
わ
ず
に
言
及
さ
れ
、
「
国
際
」
間
交
渉
の
場
で
は
政
治
的
課
題
を
解

附
即
決
す
る
た
め
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
呉
は
、
「
文
身
断

閣
髪
」
の
園
、
周
の
礼
に
無
縁
な
蛮
夷
の
園
で
あ
り
、
周
室
に
連
な
る

ゆ
こ
と
が
明
ら
か
に
後
付
け
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
明
、
対
外
的
に
認
め

剛
ら
れ
て
い
た
と
断
言
で
き
、
同
時
に
、
広
く
諸
侯
聞
に
於
い
て
、
大

割
問
伯
・
仲
薙
が
呉
の
始
祖
で
あ
る
と
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
な
る

の
で
あ
る
か
ら
、
始
祖
を
回
顧
す
る
行
為
は
、
や
は
り
事
実
関
係
を

l

前
提
と
せ
ず
、
目
的
に
即
し
て
意
図
的
に
為
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。

以
上
、
斉
・
楚
・
呉
の
事
例
か
ら
『
左
伝
』
の
始
祖
伝
説
を
検
証

し
て
き
た
結
果
、
次
の
如
き
特
徴
を
見
出
し
得
た
。
外
交
上
に
於
け

る
始
祖
伝
説
へ
の
言
及
は
、
一
見
非
現
実
的
|
|
始
祖
を
引
き
合
い

に
出
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
相
手
の
主
張
を
飲
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
理
由
は
な
い
よ
う
ー
ー
に
思
わ
れ
る
が
、
果
し
て
一
定
の
効
力

を
発
揮
し
て
い
る
。
始
祖
へ
の
回
帰
だ
け
が
結
果
を
も
た
ら
し
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
単
な
る
修
辞
・
懐
古
な
ど
で
も
決
し

て
な
か
っ
た
。
始
祖
へ
の
回
帰
が
「
国
際
」
的
に
展
開
さ
れ
る
場
ム
尺

互
い
に
互
い
の
始
祖
を
認
知
し
あ
い
、
|
|
そ
れ
が
も
し
も
「
断
絶
」

し
た
系
譜
の
上
に
位
置
す
る
始
祖
で
あ
っ
た
と
し
て
も
|
|
相
互

に
承
認
し
あ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
一
位
。

魯
・
衛
・
晋
と
い
っ
た
姫
姓
諸
侯
は
い
う
に
及
ば
ず
、
斉
・
楚
・

呉
と
い
っ
た
異
姓
諸
侯
や
蛮
夷
の
始
祖
も
、
認
知
さ
れ
、
承
認
さ
れ

て
い
た
。
つ
ま
り
、
始
祖
は
、
自
国
内
或
い
は
一
部
の
諸
侯
聞
で
の

み
承
認
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
時
の
社
会
一
般
に
存
し
た
志
向
の

も
と
に
回
顧
さ
れ
且
つ
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
始
祖
が
、
血
の
繋

が
っ
た
本
来
的
始
祖
な
の
か
、
加
上
さ
れ
た
乃
至
は
様
々
な
伝
説
で

粉
飾
さ
れ
た
始
祖
な
の
か
を
問
わ
ず
に
、
周
的
政
治
世
界
全
般
に
共

通
し
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
に
こ
そ
、
注
意
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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「
始
祖
相
互
承
認
の
原
則
」
と
歴
史
的
背
景

前
節
で
の
検
討
か
ら
、
高
木
氏
の
提
示
し
た
「
神
・
人
共
同
体
」

が
、
姫
姓
諸
侯
の
み
な
ら
ず
、
異
姓
諸
侯
や
蛮
夷
を
も
含
む
周
的
政

治
世
界
の
特
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
改
め
て
言
及
し
た
理
由
は
、
そ
れ
と
そ
が
当
時
代
的
特
質
を

よ
り
際
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

始
祖
を
媒
介
と
し
た
秩
序
が
、
斉
・
楚
・
呉
の
如
き
非
封
建
勢
力

を
包
摂
す
る
「
国
際
」
秩
序
と
し
て
要
請
さ
れ
た
な
ら
ば
、
加
上
さ

れ
た
乃
至
は
伝
説
が
附
加
さ
れ
た
始
祖
を
、
批
判
し
排
除
す
る
よ
り

は
、
有
効
に
利
用
し
た
方
が
得
策
で
あ
る
。
周
的
政
治
世
界
に
参
入

せ
ん
と
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
自
身
の
正
統
性
が
主
張
で
き
る
し
、

そ
れ
を
受
け
る
中
原
諸
侯
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
強
力
な
軍
事
力
を

誇
る
参
入
者
の
正
統
性
を
認
め
、
王
朝
の
血
族
的
規
範
の
な
か
に
、
擬

制
的
に
で
は
あ
る
に
せ
よ
取
り
込
む
こ
と
が
、
対
立
を
回
避
し
得
る

有
効
な
手
段
と
な
り
得
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
始

祖
で
も
、
虚
構
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
は
、
否
定
さ
れ
た
り
排
斥
さ

れ
た
り
は
し
な
い
。
始
祖
を
媒
介
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
平
和
を
寿

ぐ
と
い
う
手
段
と
目
的
か
ら
、
始
祖
は
相
互
に
承
認
し
あ
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
当
時
代
人
の
意
識
を
見
出
し
得
る
。
即
ち
、

「
始
祖
相
互
承
認
の
原
則
」
(
以
下
、
「
原
則
」
と
略
す
)
と
で
も
呼
ぶ

べ
き
、
春
秋
時
代
の
秩
序
原
理
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
の
「
原
則
」
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
、
始
祖
は
政
治
的
課

題
の
解
決
に
向
け
て
主
張
を
正
当
化
・
強
化
し
、
相
手
側
か
ら
の
譲

歩
を
引
き
出
し
た
り
、
相
手
の
始
祖
を
逆
手
に
と
っ
て
反
撃
し
た
り

す
る
力
を
発
揮
し
得
な
い
。
「
会
盟
」
や
「
聴
礼
」
と
い
っ
た
儀
礼
が

有
効
に
機
能
し
得
た
の
も
、
か
か
る
前
提
が
あ
っ
た
た
め
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
原
則
」
が
極
め
て
春
秋
時
代
的
で
あ
る
乙
と
は
、
こ
れ
を
西
周

か
ら
戦
国
に
か
け
て
の
時
代
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
た
場
合
、

よ
り
明
確
に
な
る
。

始
祖
へ
の
回
帰
が
政
治
的
社
会
的
秩
序
を
強
化
す
る
現
象
自
体

は
、
西
周
時
代
に
於
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
周
玉
は
、
諸
侯
封
建
や

職
事
任
命
に
際
し
て
「
命
」
を
降
す
が
、
王
と
受
命
者
と
の
聞
に
結

ぼ
れ
る
君
臣
関
係
は
、
代
々
始
祖
に
遡
っ
て
確
認
さ
れ
且
つ
更
新
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
小
南
一
郎
氏
や
松
井
嘉
徳
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
王
朝
統
治
体
制
は
こ
の
「
祖
型
と
反
復
」
の
原
理
に

《
初
)

支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
同
じ
く
「
祖
型
と
反
復
」
で
あ
る
と
は
い
え
、
「
原
則
」
の

も
と
で
為
さ
れ
る
始
祖
へ
の
回
帰
は
、
西
周
封
建
の
そ
れ
と
は
異

な
っ
た
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
「
命
」
が
、
周
王
を
基
軸
と
す
る
秩

序
構
造
の
な
か
で
上
か
ら
下
へ
と
降
さ
れ
、
そ
の
反
復
を
通
し
て
世

襲
的
に
継
承
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
始
祖
へ
の
回
帰
は
、
君
臣
関
係

だ
け
に
限
ら
ず
、
諸
侯
か
ら
自
発
的
に
行
わ
れ
、
直
面
す
る
政
治
的



課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
そ
の
都
度
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
周
王

か
ら
諸
侯
へ
の
「
命
」
の
伝
達
が
、
諸
侯
側
か
ら
い
え
ば
受
動
的
「
祖

型
と
反
復
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
逆
に
「
原
則
」
の
も
と
で
の

始
祖
へ
の
回
帰
は
、
能
動
的
・
意
図
的
「
祖
型
と
反
復
」
で
あ
っ
た

と
い
え
よ

h

フ。

「
祖
型
と
反
復
」
に
質
的
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
要
因
の
一
つ
は
、

封
建
に
与
か
ら
ず
に
新
た
に
興
起
し
て
き
た
勢
力
が
周
的
政
治
世
界

に
参
入
し
て
く
る
に
際
し
て
、
封
建
の
有
無
に
前
提
を
置
か
な
い
別

個
の
秩
序
形
式
が
希
求
さ
れ
た
時
代
状
況
に
在
る
と
考
え
ら
れ
よ

柿
ぅ
。
諸
侯
の
始
祖
と
周
王
と
の
関
係
を
、
真
偽
を
問
わ
ず
に
導
入
す

ほ
る
こ
と
で
、
西
周
時
代
の
「
祖
型
と
反
復
」
の
原
理
を
一
方
の
土
台

て
と
し
つ
つ
も
、
時
代
に
即
応
し
た
|
|
新
興
勢
力
を
も
包
摂
し
た

引
|
|
秩
序
が
形
成
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
始
祖
は
、
本
来
の
信
仰
対

院
象
で
は
な
く
と
も
、
周
王
室
と
の
関
係
を
有
す
る
始
祖
を
自
称
し
、
標

秩
椋
し
さ
え
す
れ
ば
、
対
外
的
に
も
承
認
さ
れ
、
も
は
や
「
始
祖
」
な

劇
の
で
あ
り
、
封
建
に
与
ら
な
か
っ
た
勢
力
も
、
封
建
制
の
秩
序
構
造

閣
の
な
か
に
、
原
理
的
に
阻
蹄
を
き
た
す
乙
と
な
く
組
み
込
ま
れ
て

ゆ
い
っ
た
の
で
あ
る
。

断
次
に
、
春
秋
か
ら
戦
固
に
か
け
て
の
変
化
に
着
目
し
て
み
る
な
ら

鰍
ば
、
『
左
伝
』
昭
公
三
年
(
前
五
三
九
)
の
、
晋
叔
向
と
斉
長
嬰
の
閑
で

3

交
さ
れ
た
有
名
な
会
話
に
代
弁
さ
れ
る
如
何
、
諸
侯
と
同
姓
世
族
が

I

衰
退
し
、
異
姓
世
族
の
勢
力
が
伸
張
し
て
く
る
と
い
う
、
春
秋
後
期

に
於
け
る
諸
侯
園
内
の
問
題
に
関
し
て
、
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
加
上
や
伝
説
の
附
加
を
こ
う
む
っ
た
「
始
祖
」
を
秩
序
の

中
心
と
す
る
「
原
則
」
が
機
能
し
得
た
の
は
、
「
国
際
」
関
係
上
だ
け

で
は
な
く
、
国
内
的
に
も
本
来
的
な
始
祖
の
存
在
が
無
意
味
化
さ
れ
、

国
民
の
精
神
的
紐
帯
と
い
う
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
い
き
つ
つ

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
政
治
を
規
定
す
る
宗
教
的
価
値
観
は

強
固
に
残
存
し
て
お
問
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
原
則
」
は
成
り
立
た

な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
的
変
化
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、
祖
先
観
念
の
変
化
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
問
い
直
き
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
旧
い
秩
序
や
習
慣
が
喧
伝
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
危
機
意
識
が
放
で

あ
っ
て
、
逼
迫
し
た
状
況
下
で
の
対
応
な
の
で
あ
る
。
族
的
秩
序
が

解
体
し
て
い
く
危
機
意
識
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
祖
先
観
念
の
変

化
も
加
速
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

春
秋
時
代
に
於
け
る
世
族
の
動
向
は
、
吉
本
道
雅
氏
に
よ
れ
ば
、

①
世
族
形
成
(
前
七
七
O

|前
六
三
二
)
、
②
世
族
支
配
体
制
(
前
六
三

ニ
l前
五

O
六
)
、
③
世
族
解
体
(
前
五

O
六
|
前
四
世
紀
中
葉
)
の
三

期
に
区
分
で
き
る
と
い
刊
。
昭
公
三
年
は
紀
元
前
五
三
九
年
で
あ
る

か
ら
、
②
の
後
期
に
あ
た
る
。
戦
国
初
・
中
期
に
至
る
ま
で
の
問
、
同

姓
世
族
を
中
心
と
し
た
政
治
的
社
会
的
秩
序
が
解
体
さ
れ
て
い
く
に

従
い
、
斉
で
は
回
(
陳
)
氏
に
よ
る
公
位
の
纂
奪
が
行
わ
れ
、
晋
で
は

韓
・
貌
・
越
が
分
立
す
る
な
ど
、
異
姓
世
族
の
勢
力
伸
張
が
も
た
ら
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し
た
新
し
い
政
治
世
界
で
は
、
西
周
時
代
の
封
建
や
職
事
任
命
儀
礼

及
び
春
秋
時
代
の
「
原
則
」
に
見
出
さ
れ
る
「
祖
型
と
反
復
」
の
原

理
が
、
も
は
や
「
国
際
」
秩
序
形
成
の
原
理
と
し
て
は
必
要
と
さ
れ

な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
時
代
が
下
っ
て
戦
国
諸
王
の
系
譜
上
に
み
ら
れ
る

始
祖
伝
説
・
神
話
に
、
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
史

記
』
巻
一
・
五
帝
本
紀
に
あ
る
、
黄
帝
が
蛍
尤
・
炎
帝
を
征
伐
す
る

神
髄
は
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
、
田
斉
の
始
祖
神
黄
帝
が
萎
斉
の
始
祖

神
で
あ
る
量
尤
・
炎
帝
を
征
伐
す
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
お
り
、
田

斉
が
萎
斉
の
政
治
的
信
仰
的
機
構
の
破
砕
を
目
論
ん
で
作
っ
た
も
の

で
あ
話
。
要
す
る
に
、
戦
圏
諸
王
系
譜
に
於
い
て
は
、
自
国
以
外
の

始
祖
を
否
定
乃
至
は
超
越
す
る
こ
と
に
よ
り
、
始
祖
が
絶
対
的
優
位

性
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
自
ら
を
誇
示
し
て
い
る
の
で

あ
組
。
そ
れ
は
、
秩
序
形
成
の
前
提
条
件
と
し
て
互
い
の
始
祖
を
承

認
し
合
う
「
原
則
」
と
は
、
決
し
て
相
容
れ
な
い
観
念
が
生
成
さ
れ

た
乙
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

不
断
の
戦
乱
や
同
姓
世
族
の
衰
退
、
異
姓
世
族
の
伸
張
な
ど
は
西

周
以
来
の
血
族
的
紐
帯
を
打
ち
壊
し
、
そ
こ
に
生
み
出
さ
れ
た
緊
張

が
、
反
作
用
と
し
て
、
「
原
則
」
に
よ
る
擬
制
的
血
縁
関
係
を
構
築
さ

せ
た
と
考
え
る
。
か
か
る
現
象
は
、
西
周
封
建
的
「
祖
先
回
帰
」
か

ら
戦
国
諸
王
の
始
祖
加
上
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
連
続
性
の
な
か
で

理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

警

『
左
伝
』
に
み
ら
れ
る
各
国
の
始
祖
に
対
す
る
言
及
が
、
外
交
上
如

何
に
機
能
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
結
果
、
春
秋
時
代
の
「
国
際
」

秩
序
が
祖
先
神
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
高
木
説
の

妥
当
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
の
祖
先

神
の
な
か
に
は
不
純
な
「
祖
型
」
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
も

出
現
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
も
し
、
「
始
祖
相
互
承
認
の
原
則
」
が
「
会

盟
」
や
「
聴
礼
」
を
も
規
定
す
る
前
提
条
件
で
あ
っ
た
と
す
る
本
稿

の
考
え
が
正
し
け
れ
ば
、
春
秋
時
代
は
、
政
治
的
意
図
が
宗
教
的
価

値
観
を
超
克
す
る
過
程
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
西
周
及
び
戦
国
時
代
の
祖
先
神
の
存
在
と
そ
の
機
能
に
つ

い
て
検
討
し
た
う
え
で
、
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
た
、
歪
ん
だ
「
祖
型
と
反
復
」
の
原
理
で
あ
る
「
始
祖
相
互
承

認
の
原
則
」
が
生
成
さ
れ
た
契
機
を
、
周
的
政
治
世
界
へ
の
、
斉
・

楚
・
呉
等
の
参
入
に
求
め
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
周
王
を
頂
点
と
す

る
血
族
的
連
帯
感
と
そ
の
規
範
た
る
礼
制
か
ら
な
る
王
朝
の
秩
序

が
、
春
秋
時
代
に
な
っ
て
か
ら
地
域
的
に
拡
大
し
た
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
の
勢
力
が
封
建
諸
侯
と
は
異
な
る
以
上
、
事
実
と
し

て
血
縁
で
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
秩
序
原
理
を
受
け
入
れ
た
こ
と

が
問
題
と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
周
は
軍
事
的
に
王
朝
の

領
域
を
広
げ
た
わ
け
で
は
な
く
、
共
通
す
る
祖
先
観
念
を
拠
り
所
と



し
て
、
王
朝
的
秩
序
の
枠
組
み
を
拡
大
し
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
、

「
周
」
と
い
う
観
念
が
拡
大
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
か
る
春
秋
時

代
の
秩
序
原
理
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
か
、
来
た
る
「
中
華
」
世

界
の
形
成
と
関
連
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、
政
治
・
社
会
を
規
定
す
る
当
時

代
的
思
考
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
諸
賢

の
叱
正
を
乞
う
。

柿

注
ほ

(
1
)

西
周
封
建
制
度
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
松
井
嘉
徳
「
周
の
国
制

て
|
|
封
建
制
と
官
制
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
股
周
秦
漢
時
代
史
の

引
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
一
年
)
参
照
。

犯

(
2
)

『
史
記
』
春
秋
世
家
は
、
各
々
始
祖
神
或
い
は
封
建
さ
れ
た
始
祖
の

約
記
事
よ
り
は
じ
ま
る
こ
と
か
ら
、
世
家
の
理
解
で
は
、
封
建
が
建
国
の

り

根

拠

と

な

る

。

間

(
3
)

覇
者
に
つ
い
て
は
、
吉
本
道
雅
氏
に
専
論
が
あ
る
。
「
春
秋
斉
新
考
」

「の
(
『
史
林
』
七
一
一
一
一
一
、
一
九
九
O
年
)
、
「
春
秋
晋
覇
考
」
(
『
史
林
』
七

代
六
三
、
一
九
九
三
年
)
、
「
春
秋
戦
国
交
代
期
の
政
治
社
会
史
的
考
察
』

柵

(

平

成

七

年

度

1
平
成
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
、
基
盤
研
究

(C)

春

(2)
研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
九
八
年
)
参
照
。

(4)

研
究
史
に
つ
い
て
は
、
江
村
治
樹
「
日
本
に
お
け
る
先
秦
史
の
研
究

動
向
と
課
題
」
(
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
一
一
占
ハ
(
史
学
三
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九
〕
、
一
九
九
三
年
)
参
照
。

(5)

「
春
秋
時
代
の
結
盟
習
俗
に
つ
い
て
」
(
『
史
林
』
六
八
六
、

五
年
)
参
照
。

(6)

「
春
秋
時
代
の
勝
山
胞
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
七
四
、

八
九
年
)
参
照
。

(7)

「
春
秋
時
代
の
神
・
人
共
同
体
に
つ
い
て
」
(
『
中
国

l
社
会
と
文

化
』
五
、
一
九
九
O
年
)
参
照
。

(
8
)

斉
の
始
祖
太
公
望
午
呂
尚
は
差
姓
呂
氏
で
あ
り
、
姫
周
の
外
男
に
あ

た
る
。
周
に
も
異
姓
封
建
は
あ
り
、
ま
し
て
周
王
と
甥
窮
関
係
に
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
特
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
が
、
し
か
し
、
詳
し
く

は
後
注
(
叩
)
に
記
す
如
く
、
周
初
の
封
建
に
与
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
は

そ
の
出
自
が
先
族
で
あ
っ
た
の
か
は
、
実
の
と
こ
ろ
疑
問
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
特
に
「
異
姓
」
諸
侯
と
し
て
、
楚
・
呉
と
併
記
し
た
。

(9)

春
秋
十
二
世
家
中
、
越
・
鄭
を
除
く
。
越
(
巻
四
十
一
)
は
夏
代
に
封

を
受
け
た
と
し
、
郷
(
巻
四
十
二
〕
は
西
周
末
の
封
建
で
あ
っ
て
、
周
初

の
所
謂
西
周
封
建
で
は
な
い
。

(
叩
)
宮
崎
市
定
「
東
洋
に
お
げ
る
素
朴
主
義
の
民
族
と
文
明
主
義
の
社

会
」
(
『
東
洋
に
お
け
る
素
朴
主
義
の
民
族
と
文
明
主
義
の
社
会
』
富
山

房
、
一
九
四

O
年
↓
「
宮
崎
市
定
全
集
』

2
東
洋
史
、
岩
波
書
庖
、
一

九
九
二
年
、
一
章
二
節
「
五
稲
は
み
な
夷
放
な
る
の
考
」
)
参
照
。
宮
崎

氏
は
、
斉
が
西
周
封
建
に
与
ら
ず
に
自
立
し
た
、
東
方
の
異
文
化
集
団

で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
以
下
の
点
か
ら
、
斉
が
、
本
来

周
文
化
と
は
異
な
る
独
自
の
文
化
を
保
有
・
継
承
し
、
自
立
的
に
興
起

し
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
。
①
斉
の
都
城
臨
池
の
都
市
プ
ラ
ン
や

城
内
か
ら
発
掘
さ
れ
た
斉
侯
の
基
葬
は
、
般
の
そ
れ
ら
と
の
聞
に
制

九
!¥ 九
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度
的
共
通
性
を
有
す
る
。
臨
訓
佃
故
城
の
文
化
堆
積
は
西
周
中
期
以
前

に
は
遡
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
西
周
初
の
呂
尚
封
建
が
事
実

か
ど
う
か
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。
山
東
省
文
物
管
理
処
「
山
東
臨
溜
斉

故
城
試
掘
筒
報
」
(
「
考
古
』
一
九
六
了
六
)
、
群
力
「
臨
消
斉
国
故
城

勘
探
紀
要
」
(
『
文
物
』
一
九
七
一
一
l

五
)
、
山
東
省
文
物
考
古
研
究
所
「
斉

故
城
五
号
東
周
基
及
大
型
殉
馬
坑
的
発
掘
」
(
『
文
物
』
一
九
八
四

九
)
、
楊
寛
『
中
国
都
城
の
起
源
と
発
展
』
七
「
春
秋
戦
国
、
中
原
諸

都
城
に
お
け
る
「
西
城
東
郭
」
構
造
、
ー
、
斉
国
の
都
城
、
臨
潜
」
(
学

生
社
、
一
九
八
七
年
、
西
嶋
定
生
駐
訳
、
尾
形
勇
・
高
木
智
見
共
訳
)
、

楊
錫
埠
「
般
人
尊
東
北
方
位
」
(
『
慶
祝
蘇
乗
碕
考
古
五
十
五
年
論
文

集
」
文
物
出
版
社
、
一
九
八
九
年
)
、
黄
川
田
修
「
龍
山
文
化
以
後
の

山
東
|
岳
石
文
化
と
そ
の
終
末
|
」
(
「
明
大
ア
ジ
ア
史
論
集
』
第
一
一

号
、
一
九
九
七
年
)
参
照
。
②
『
左
伝
」
の
婚
姻
関
連
記
事
か
ら
、
斉

の
統
治
者
集
団
に
同
姓
婚
の
習
俗
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か

る
。
白
川
静
豆
町
経
国
風
」
(
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
O
年、

P

如

1
制
)
、
小
寺
敦
「
婚
姻
記
事
の
際
よ
り
み
た
春
秋
三
伝

l
『
春
秋
』

経
文
に
見
え
る
事
例
を
中
心
と
し
て
」
附
左
伝
婚
姻
表
(
『
史
料
批

判
研
究
』
創
刊
号
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
)
参
照
。
③
楊
錫
如
「
裳

姓
的
民
族
和
差
太
公
的
故
事
」
(
顧
額
剛
篇
著
「
古
史
緋
』
第
二
冊
上

篇
、
模
社
出
版
、
一
九
三

O
年
↓
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
)

に
よ
れ
ば
、
戦
国
期
に
進
行
す
る
伝
説
の
分
化
作
用
に
よ
っ
て
、
複
雑

な
呂
尚
出
自
説
話
(
釣
棒
読
・
瀞
説
家
説
・
慮
士
説
)
が
生
じ
た
、
と

い
う
。
呂
尚
の
出
自
に
関
連
す
る
史
料
は
、
君
主
大
雅
大
明
篇
以
外
、

戦
国
期
の
編
纂
に
成
り
、
楊
氏
の
説
は
妥
当
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
昌

尚
封
建
は
後
代
的
創
作
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
断
言
は
で
き
な
い

が
、
呂
尚
と
二
代
丁
公
以
下
の
系
譜
に
は
「
断
絶
」
が
想
定
し
得
る
。

(
日
)
「
西
周
「
封
建
制
度
」
考
」
(
「
左
停
に
見
え
る
西
周
封
建
制
度
に
つ

い
て
」
『
東
洋
史
研
究
』
一
ニ
ハ
1

三
、
一
九
六
七
年
↓
『
中
国
古
代
王
朝

の
形
成
』
東
洋
学
叢
書
、
創
文
社
、
一
九
七
五
年
)
参
照
。

(
ロ
)
孫
論
議
『
墨
子
閑
話
』
に
拠
り
、
原
文
「
討
」
を
「
封
」
と
す
る
。

(
日
)
二
節
(
二
)
に
引
く
、
楚
熊
縛
の
説
話
(
昭
公
十
二
年
)
は
、
楚
霊
王
と

右
賢
子
草
の
問
答
中
に
み
ら
れ
、
熊
揮
が
周
康
主
に
仕
え
て
い
た
こ

と
、
霊
王
が
周
景
王
に
分
器
を
要
求
せ
ん
と
す
る
願
望
、
熊
鰐
時
の
貢

納
を
記
す
が
、
霊
王
は
「
四
国
(
斉
・
衛
・
晋
・
魯
)
は
皆
分
器
が
あ
っ

た
の
に
、
我
濁
り
だ
げ
な
か
っ
た
」
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
、

信
公
四
年
に
記
載
さ
れ
て
い
る
管
仲
の
発
言
に
「
爾
(
楚
子
)
は
貢
ぐ

べ
き
壱
茅
を
周
玉
に
納
め
ず
」
と
あ
り
、
楚
使
も
ま
た
「
買
物
を
納

め
て
い
な
い
の
は
寡
君
の
罪
で
あ
り
ま
す
。
己
れ
よ
り
敢
え
て
供
給

し
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
謝
罪
し
て
い
る
こ

と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
発
言
当
時
、
楚
が
周
的
政
治
世
界
に
参
入
し

て
い
く
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
や
、
封
建
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、

霊
王
・
管
仲
等
に
と
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
に
よ

り
も
、
封
建
の
最
重
要
事
項
で
あ
る
土
地
の
賜
与
に
は
全
く
触
れ
て

い
な
い
。
呉
に
至
っ
て
は
、
「
周
初
の
大
封
建
」
よ
り
古
い
時
代
の
周

祖
を
始
祖
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
姫
姓
で
あ
る
と
さ
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
も
と
よ
り
封
建
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

(M)

「
左
伝
』
編
纂
者
の
理
解
と
し
て
は
、
荘
公
十
五
年
、
斉
桓
公
七
年

(
前
六
七
九
)
に
、
「
十
五
年
春
、
復
曾
菊
、
野
始
田
明
也
。
」
と
あ
り
、
宋
・

陳
・
衛
・
郷
が
参
加
し
た
郵
の
会
で
桓
公
の
朝
権
が
確
立
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。
注

(m)に
述
べ
た
よ
う
に
呂
尚
が
本
来
的
始
祖
で
な
か
っ



た
な
ら
ば
、
斉
封
建
は
後
代
の
創
作
で
あ
り
、
そ
の
加
上
は
桓
公
の
頃

に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)
高
木
智
見
「
夢
に
み
る
春
秋
時
代
の
祖
先
神
|
|
祖
先
観
念
の
研

究
会
一
)
|
|
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
回
、
一
九
八

九
年
)
に
も
、
祖
先
観
念
を
解
明
す
る
た
め
の
課
題
と
し
て
、
始
祖
の

重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
凶
)
注
(
叩
)
参
照
。

(
げ
)
注
(
6
)
前
掲
高
木
論
文
参
照
。
氏
が
、
当
時
の
外
交
上
の
辞
令
や
口

上
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
先
君
」
な
る
語
を
と
り
あ
げ
、
諸
侯
聞
の

関
係
が
祖
先
神
を
主
体
と
し
て
い
る
例
と
し
て
引
く
史
料
に
、
「
微

)
福
」
が
あ
る
。
こ
己
で
の
「
社
稜
」
は
、
祖
先
神
と
同
義
で
あ
る
。

対
(
日
)
信
公
四
年
の
夏
の
記
事
で
は
、
祖
先
神
一
般
が
対
象
と
し
て
登
場

じ
す
る
。
本
稿
で
は
特
に
始
祖
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
『
左
伝
』
を
み

ぺ
る
限
り
、
始
祖
と
祖
先
神
の
聞
に
機
能
の
差
異
が
あ
る
わ
け
で
は
な

っ
く
、
議
論
に
阻
蹄
を
き
た
す
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

日
(
印
)
「
盟
」
は
、
「
世
世
子
孫
、
無
相
害
也
」
と
い
う
文
か
ら
、
「
盟
約
」
で

秩
は
な
く
、
周
王
か
ら
降
さ
れ
た
「
命
」
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

劇
(
初
)
杜
注
に
「
因
昏
而
加
褒
顕
。
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
命
は
周
斉
の

閣
婚
姻
に
際
し
て
降
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

の
(
幻
)
鄭
語
と
楚
世
家
の
伝
承
の
形
成
と
関
係
に
関
し
て
は
、
谷
口
満
「
祝

代
融
諸
子
停
承
の
成
立
」
(
『
文
化
』
四
O
l
=
了
四
、
一
九
七
七
年
)
参
照
。

初
(
幻
)
熊
縛
に
つ
い
て
は
、
二
章
に
あ
げ
た
楚
世
家
の
記
事
に
あ
る
。
ま

春
た
、
谷
口
満
「
若
放
・
扮
冒
物
語
と
そ
の
背
景
|
|
古
代
楚
国
の
一

理
解
|
|
」
(
『
集
刊
東
洋
島
之
三
四
、
一
九
七
五
年
)
参
照
。
氏
は
、

熊
縛
が
用
成
王
の
時
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
歴
史
的
事
実

17 

関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
か
え
っ
て
自
由
な
対
応
を
許
し
、
世

代
の
調
整
や
始
封
関
係
を
自
由
に
造
り
得
た
と
と
、
次
に
説
話
対
応

の
時
期
に
於
て
、
熊
鹿
・
熊
緯
等
は
巳
に
楚
玉
と
一
部
の
人
々
を
除
い

て
は
も
は
や
忘
却
の
彼
方
に
消
滅
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
か
ら
、
熊
縛
は
中
原
諸
侯
へ
楚
の
正
統
性
を
示
す
場
で
の
み
登

場
し
、
事
実
上
の
開
国
的
祖
先
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
は
若
数

及
び
紛
胃
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
比
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
。
若
殻
・

扮
官
は
そ
れ
ぞ
れ
、
熊
緯
か
ら
か
ぞ
え
て
九
世
十
四
代
・
十
一
世
十
六

代
で
、
西
周
末
春
秋
初
に
あ
た
る
。

(
幻
)
「
先
秦
楚
国
の
建
国
と
建
国
伝
説
|
先
主
伝
説
の
形
成
に
み
ら
れ

る
加
上
の
法
則
|
」
(
『
中
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
と
歴
史
意
識
の
展

開
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
』
平
成
四
・
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助

金
、
総
合
研
究
(
A
)
研
究
成
果
報
告
書
、
研
究
代
表
者
安
田
二
郎
、
一

九
九
四
年
)
参
照
。

(M)

先
に
述
べ
た
通
り
、
『
左
伝
』
中
に
は
楚
封
建
の
記
事
は
な
い
。
昭

公
十
二
年
の
熊
鐸
記
事
も
、
斉
呂
仮
、
衛
王
孫
牟
、
晋
隻
父
、
魯
禽
父

と
と
も
に
康
王
に
仕
え
た
と
は
い
う
も
の
の
、
封
建
さ
れ
た
と
は

い
っ
て
お
ら
ず
、
分
器
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
む
し
ろ
封
建
の

非
事
実
性
を
証
言
し
て
い
る
。
一
節
に
述
べ
た
如
く
、
『
墨
子
』
非
攻

下
や
『
史
記
』
楚
世
家
が
熊
麗
・
熊
鐸
封
建
に
言
及
す
る
こ
と
と
は
対

照
的
で
あ
る
。

(
お
)
こ
の
問
答
の
後
、
子
草
は
、
周
公
旦
の
孫
で
あ
る
祭
公
課
父
が
穆
王

の
天
下
周
遊
を
戒
め
る
た
め
に
作
っ
た
『
祈
招
」
の
詩
(
祈
招
之
情
情
、

式
昭
徳
音
。
思
我
王
度
、
式
如
玉
、
式
如
金
。
形
民
之
力
、
而
無
醇
飽

之
心
。
)
を
引
い
て
、
楚
王
の
欲
望
を
抑
制
せ
ん
と
し
て
い
る
。
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(
お
)
谷
口
満
「
霊
王
獄
逆
事
件
前
後
|
|
古
代
楚
国
の
分
解
(
そ
の
一
一
〉

|
|
」
(
『
史
流
』
一
一
三
、
一
九
八
二
年
)
参
照
。
霊
王
の
頃
に
は
、
専

ら
の
政
治
的
軍
事
的
関
心
は
方
城
の
外
、
即
ち
中
原
に
向
け
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
「
国
際
」
的
影
響
力
を
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
た
か
ら
、

霊
王
の
熊
縛
へ
の
言
及
が
楚
の
圏
内
的
・
「
国
際
」
的
実
情
を
反
映
し

て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。

(
幻
)
二
節
(
二
「
斉
の
場
合
」
の
史
料
皿
に
は
、
斉
の
祖
先
と
し
て
大
公

(
呂
尚
)
と
二
代
丁
公
(
目
仮
)
の
二
人
が
登
場
す
る
し
、
(
一
一
)
「
楚
の
場

合
」
の
史
料
に
も
、
斉
目
仮
、
衛
王
孫
牟
、
晋
盤
父
、
魯
禽
父
(
そ
れ

ぞ
れ
二
代
)
が
登
場
す
る
な
ど
、
『
左
伝
』
に
は
始
祖
以
外
に
も
複
数
の

祖
先
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
「
先
君
」
な
ど
と
し
て
固
有

名
を
明
示
せ
ず
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

(
お
)
呉
の
始
祖
伝
説
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、
吉
本
道
雅
氏
に
、
「
呉
系

譜
考
」
(
『
立
命
館
文
且
芝
五
六
三
、
覚
・
松
本
教
授
退
職
記
念
中
国
文

学
論
集
、
二

O
O
O年
)
が
あ
る
。

(
却
)
斉
・
呉
の
始
祖
は
対
外
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
楚
の
始
祖
は
、
対

外
的
に
は
若
数
・
紛
冒
と
さ
れ
、
中
原
政
治
世
界
で
の
正
統
性
を
も

た
ら
す
熊
縛
が
承
認
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
節

(
一
)
「
斉
の
場
ム
巳
で
最
初
に
引
用
し
た
『
左
伝
』
倍
公
四
年
の
斉
・

楚
間
交
渉
の
構
造
は
、
他
例
と
同
じ
構
造
を
有
し
て
お
り
、
祖
先
が
互

い
に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
楚
の
場
合
も
斉
・
呉
、
そ
の
他
諸
侯
と
か
わ
り
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。

(
却
)
小
南
一
郎
「
天
命
と
徳
」
(
『
東
方
昌
子
報
(
京
都
)
』
六
四
、
一
九
九
二

年
)
参
照
。
こ
こ
で
い
う
「
命
」
と
は
、
所
謂
命
令
で
は
な
く
、
天
か

ら
授
か
っ
た
「
命
(
天
命
こ
を
意
味
す
る
。
「
命
」
は
、
天
↓
先
王
↓

先
毘
↓
陪
臣
と
い
う
経
路
で
伝
達
さ
れ
、
そ
れ
を
師
型
(
祖
型
)
と
し

て
、
今
王
↓
今
臣
↓
陪
臣
へ
と
伝
達
さ
れ
る
。
「
徳
」
も
同
様
の
性
格

で
、
「
命
」
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。
小
南
氏
は
、
「
命
」
「
徳
」
の

伝
達
は
擬
制
的
な
父
子
関
係
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、

と
推
測
し
て
い
る
。
松
井
氏
は
小
南
氏
の
論
文
を
引
い
て
、
「
小
南
氏

の
い
う
よ
う
に
、
職
事
任
命
の
儀
礼
と
は
「
先
祖
と
同
様
の
職
務
に
そ

の
子
孫
が
就
く
こ
と
を
、
周
王
が
公
式
に
認
め
る
た
め
に
行
わ
れ
る

儀
礼
で
あ
り
、
先
王
が
、
そ
の
も
と
に
い
た
先
臣
に
与
え
た
命
を
、
そ

の
ま
ま
に
繰
り
返
す
形
で
、
今
王
は
、
先
臣
の
子
孫
で
あ
る
現
在
の
臣

下
に
命
を
あ
た
え
た
』
も
の
な
の
で
あ
る
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
世

襲
的
継
承
性
・
反
復
性
は
、
当
然
「
封
建
』
に
お
い
て
も
見
い
出
せ
る

は
ず
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
注
(
l
)
前
掲
松
井
論
文
参
照
。

(
出
)
「
既
成
婚
、
昼
子
受
穂
、
叔
向
従
之
宴
、
相
輿
語
。
」
に
つ
づ
く
、
斉

長
嬰
と
晋
叔
向
と
の
会
話
に
、
斉
の
陳
氏
と
晋
の
「
私
家
」
|
|
異

姓
世
族
ー
ー
が
公
室
を
凌
ぐ
勢
力
と
な
り
、
公
室
と
そ
の
同
姓
世
族

は
没
落
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
位
)
前
掲
高
木
諸
論
文
及
び
矯
藤
道
子
「
春
秋
時
代
に
お
け
る
統
治
権

と
宗
廟
」
(
『
中
国
の
歴
史
と
民
族
』
第
一
書
一
一
居
、
一
九
九
一
年
)
、
同

「
春
秋
楚
国
の
王
と
世
族
」
(
日
中
文
化
研
究
一

O
、
「
長
江
文
明
日
』
、

勉
誠
社
、
一
九
九
六
年
)
参
照
。

(
お
)
「
春
秋
世
族
考
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
三
四
、
一
九
九
五
年
)
参
照
。

(
出
)
炎
帝
と
の
「
阪
泉
之
野
」
に
於
け
る
戦
い
、
蛍
尤
と
の
「
深
鹿
之
野
」

に
於
け
る
戦
い
に
勝
利
し
た
軒
聴
が
、
諸
侯
の
支
持
を
受
付
、
神
山
鹿
氏

に
代
っ
て
黄
帝
と
な
っ
た
、
と
あ
る
。



春秋時代の「困際」秩序について(江村)

(
お
)
森
安
太
郎
「
黄
帝
停
説
」
(
『
京
都
女
子
大
学
紀
要
』
一
八
、

九
年
↓
『
黄
帝
僻
説
古
代
中
国
紳
話
の
研
究
』
朋
友
書
底
、

O
年
)
参
照
。

(
お
)
回
斉
が
黄
帝
を
始
祖
神
と
す
る
ほ
か
、
秦
・
楚
が
傾
碩
を
始
祖
神

と
す
る
こ
と
は
、
『
史
記
』
巻
五
・
秦
本
紀
及
び
巻
四
十
・
楚
世
家
に

確
認
で
き
る
。
越
は
、
巻
四
十
三
・
趨
世
家
に
「
越
氏
之
先
、
興
秦
共

祖
。
」
と
あ
り
、
同
じ
く
顕
頑
を
始
祖
神
と
す
る
。
秦
・
越
の
始
祖
伝

説
に
つ
い
て
は
、
吉
本
道
雅
「
秦
趨
始
祖
伝
説
考
」
(
『
立
命
館
東
洋
史

皐
竺
二
、
一
九
九
八
年
)
に
、
「
秦
趣
向
祖
説
は
、
秦
・
趨
各
々
の
始

祖
伝
説
が
一
定
の
整
理
を
経
た
の
ち
、
秦
へ
の
設
反
を
意
図
し
て
越

人
が
創
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
た
だ
し
、
氏
は
、
政
治
的

現
実
に
個
別
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
系
譜
の
創
作
加
上
は
、
「
究

極
的
に
黄
帝
に
一
元
化
し
て
い
く
よ
う
な
、
よ
り
普
遍
的
な
趨
勢
」
の

も
と
に
あ
る
と
し
、
系
譜
の
二
元
化
、
歴
史
認
識
の
共
有
が
、
「
中
華
」

形
成
の
一
具
体
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
戦
国
諸

王
系
譜
及
び
春
秋
諮
侯
系
譜
の
神
話
・
伝
説
に
関
す
る
考
察
は
爾
後

の
課
題
と
し
た
い
。

九九
七五
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